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５ 令和 3年度給付費体制等の届出について 

１．令和3年度給付費体制等の届出について  

今年度も、障害児（通所）給付費算定に係る体制等の確認を行います。ウェル

ネットなごや（※下記参照）からダウンロードのうえ、以下の書類のご提出をお

願いします。記載漏れのないようにご注意ください。 

対象事業所は、指定を受けている全事業所（令和 3年 4月新規指定事業所も含

む）となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）全事業所対象 

①障害児（通所）給付費体制等変更確認書 

②人員チェックシート 

③従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（令和 3年 4月のもの） 

④令和 2年度勤務実績一覧表 

⑤障害児（通所）給付費の算定に係る体制等状況一覧表 

⑥障害児(通所)給付費算定に係る体制等に関する届出書 

⑦各種加算にかかる加算届出書、添付書類等（資格者証等） 

 

※児童発達支援について、令和 3 年 4 月から区分Ⅰの給付費体制を取る場合

は、令和 3 年 3 月時点において区分Ⅰで届出をしていても必ず「算定区分

に関する届出書」の提出が必要です。提出がない場合は令和 3 年 4 月から

は区分Ⅱとなります。 

※職員等の変更がない場合については、上記の①～⑦の書類をご提出し、職

員等に変更がある場合は以下の書類が必要です。 

 

 （２）人員等に変更がある事業所 

児童発達支援管理責任者、保育士・児童指導員等の有資格者、又は 

その他指導員等、人員に変更がある場合 

 

⑧指定障害児通所支援事業者変更届出書及び添付書類（⑦提出済は除く） 

 

「ウェルネットなごやトップ」＞「事業所の方へ」＞「障害児通所支援の事業者

指定・登録等」＞「指定・登録の様式等ダウンロード」＞令和 3年度 障害児（通

所）給付費算定に係る体制等の確認について 

※届出様式については 3月末掲載予定 
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注意点等 

※令和 3年 5月 1日の算定加算届も令和 3年 4月 15日（木）が締切になって

います。提出期限を過ぎると、6月以降の算定になりますのでご注意くださ

い。 

※加算届出書や添付書類等についての詳細は、ウェルネットなごやをご覧く

ださい。 

※様式が改正された書類もありますので、必ず最新の様式をウェルネットな

ごやからダウンロードしてください。 

※職員配置変更により加算が算定できなくなっていないかどうか確認してく

ださい。 

 

 

（４）提出先 

〒460-8508（住所不要） 

名古屋市役所子ども青少年局子ども福祉課子ども発達支援係 

※介護保険課、障害者支援課等の他課のものと、同一封筒で送付することは

事務処理上支障が生じますので、ご遠慮ください。 

 

（５）提出期限 

   提出期限…令和 3年 4月 15日(木)（15日の消印は有効） 

 

 

お願い 

4月当初は、体制届や加算の算定に関し、多数の質問・お問合せのお電話をいただ

き、即時にお応えできない状況となることが予想されます。事業者の方におかれまし

ては、「指定基準・加算届等にかかる質問票」により、ＦＡＸ又はメールでのお問合せ

にご協力いただきますようお願いします。 

 

 

２．令和3年度分の障害福祉サービス等処遇改善加算の届出について 

  本加算は、福祉・介護職員の賃金改善に充当されることを目的に算定される加算

であり、①福祉・介護職員処遇改善加算、②福祉・介護職員処遇改善特別加算、③

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の 3種類があります。 

  令和 2年度に加算を算定している場合でも、令和 3年度も引き続き算定する場合

は、改めて届出が必要になりますので、ご注意ください。 

 

（１）提出先 

〒460-8508（住所不要） 

名古屋市役所子ども青少年局子ども福祉課子ども発達支援係 
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※介護保険課、障害者支援課等の他課のものと、同一封筒で送付することは

事務処理上支障が生じますので、ご遠慮ください。 

（２）提出期限 

   提出期限…令和 3年 4月 15日(木)（15日の消印は有効） 

 

（３）提出書類 

様式をウェルネットなごやからダウンロードしてください。 

＞TOP＞事業者の方へ＞新着情報＞令和 3年度分の障害福祉サービス等処遇改善加算の

届出について 

 

 ※注意※ 障害福祉サービスとの多機能である場合等で、障害者支援課に提出する

場合は、⑤の「特記事項」に「障害者支援課に提出」と記載してください。 

 

３．令和２年度分の障害福祉サービス等処遇改善加算の実績報告  

（１）提出期限 

令和 2年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告 

書を提出することとなっています。 

（２）提出書類 

様式をウェルネットなごやからダウンロードしてください。 

＞TOP＞事業者の方へ＞障害福祉サービス等の事業者指定・登録・請求事務＞令和 2年

度分 処遇改善加算 

 

４．休止及び廃止の届出について 

  事業を休止または廃止する場合、下記のとおり法律で定められております。 

 

 参考(児童福祉法 抜粋) 

 第 21条の 5の 19 

④指定障害児通所支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休

止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定通所支援を受

けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続

き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障

害児通所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児事業者等その他

関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。 

 

第 21条の 5の 20 

  ④指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所支援の事業を廃止し、又は休

止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又

は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければな

らない。 
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つきましては、休止または廃止する場合は上記の責務が果たされたことが確認で

きる書類を必ずご提出ください。 

  なお、休止または廃止に係る届出の提出期限は休止・廃止する日の 1か月前まで

ですので、電話でご予約のうえ提出期限に間に合うようご連絡ください。 

  

５．情報公表制度に係る障害福祉サービス等の報告について 

（１）情報公表システムによる入力・申請のお願い 

  情報公表制度においては、原則年１回更新が必要ですので、情報公表システ

ムにより令和 3年 7月 31日までに事業所の詳細情報（内容の時点は、特段の

指示がない場合令和 3年 4月末時点）について入力・報告ください。 

 詳しくは WAM ネットの障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板に掲載さ

れている「操作説明書」「記入要領」「よくある質問（Q&A）」及びウェルネットなご

やの「情報公表制度について」のページ（TOP > 事業者の方へ > 障害福祉サービ

ス等の事業者指定・登録・請求事務 > 情報公表制度について）を参照してくださ

い。 

 

未公表事業所は、早急に入力・申請をお願いします。 

 

 

６．その他     

１ 児童発達支援管理責任者等研修について 

令和元年度より児童発達支援管理責任者研修のカリキュラムが変更となったこ

とに伴い、経過措置等が示されております。 

更新研修や実践研修を期限までに修了しなければ、児童発達支援管理責任者とし

て従事できなくなるため、特にご注意いただき、計画的に受講してください。 

経過措置の内容や必要な研修の修了期限については下記を確認ください。 

 

①平成 30年度以前（旧体系）に児童発達支援管理責任者研修を受講した方 

 平成 30年度までの研修体系（旧体系）において受講済みの方については、平成 31

年 4月以降、5年間は、更新研修受講前でも引き続き児童発達支援管理責任者として

従事可能。ただし、この場合、5年間の間（令和 6年 3月 31まで）に更新研修を修了

し、以降 5年ごとの更新研修を受講しなければならない。 
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②基礎研修修了時点で実務経験を満たしている方 

 実務経験を満たす方が平成 31年 4月 1日～令和 4年 3月 31日の間に基礎研修修了

者になった場合においては、基礎研修修了者となった日から 3年を経過する日までの

間は、児童発達支援管理責任者とみなし、従事可能。ただし、この場合、基礎研修修

了者となった日から 3 年を経過する日までの間に実践研修を修了しなければならな

い。なお、実践研修を受講するには、基礎研修修了後 3年間で 2年以上の実務経験が

必要になる。 

（例）令和元年 10月 29日に基礎研修を修了した方は、令和 4年 10月 29日までに実

践研修を修了しなければ、児童発達支援管理責任者として従事できなくなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　②基礎研修受講時点で実務要件を満たしている者について

　　　　※H３１（R元）～R３の基礎研修受講者に限る

　　＜実務経験＞

　相談支援業務５年

　（有資格者の場合は３年）以上

　もしくは直接支援業務８年以上

　基礎研修終了後３年間で

　２年以上の業務

　※基礎研修受講後に資格要件を

　満たした場合を含む
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★基礎研修を修了した日から3年以内に実践研修を修了する必要があります★
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実務経験を満たしている場合は、基礎研修受講後３年間は、

実践研修を受講していなくても、児童発達支援管理責任者

等とみなす

 ①旧カリキュラムの児童発達支援管理責任者研修を修了済み

　　の者について

　　　　　　H31.４～（新体系移行）

　児童発達支援管理責任者

　児童発達支援管理責任者

　更新研修

　（旧体系）受講

　※５年毎に受講

　★令和５年度末までに更新研修を修了する必要があります★

　　更新研修の受講については計画的にお申し込みいただくようにお願い

　　いたします。

施工後５年間（R5年度末）までは、更新研修受講前でも

引き続き児童発達支援管理責任者として業務可能


